
後期高齢者医療制度の新しい被保険者証等を交付します。

８月から使用する新しい被保険者証等は、７月中に被保険者の方へ交付

しますので、今後、被保険者証等が窓口に提示されましたら、次のことに

ご注意ください。 

１．被保険者証 
（１）被保険者証の色   

紫色（平成３０年７月末までは緑色です。） 
（２）交付年月日 

平成３０年８月１日 
（３）有効期限      

平成３１年７月３１日 
※短期被保険者証の対象となる方は、平成３１年１月３１日までと

なります。 
（４）一部負担金の割合   

前年（平成２９年中）の所得が確定したあと、毎年８月１日に見直

します。 
（５）その他       

一部の被保険者の方については、７月中に紫色の被保険者証を窓口で

提 示する場合がありますので、７月から使用できる証かどうか、ご確

認をお願いします。 
７月から使用できる紫色の証は、交付年月日が平成３０年７月１日 

から３１日の間となっています。（８月から使用できる証は、交付年

月日が平成３０年８月１日となっています。）使用できる証をお持ち

の場合で、８月から一部負担金の割合に変更がある方は、「一部負担

金の割合」欄に、変更となる割合が記載されています。 



【被保険者証の色が、緑色から紫色に変わります。】 
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２．限度額適用・標準負担額減額認定証 
（１）減額認定証の色   

サーモンピンク色（色の変更はありません。） 
（２）交付年月日 

平成３０年８月１日

（３）有効期限 
平成３１年７月３１日

（４）適用区分 
前年（平成２９年中）の所得が確定したあと、毎年８月１日に見直

します。  
（５）更新の手続き 

７月末までの減額認定証をお持ちで、８月以降も所得区分が低所得 

者ⅡまたはⅠとなる方には、新しい減額認定証を保険証に同封し、７

月中に送付しますので、申請の手続きは必要ありません。 
ただし、次の方は申請などが必要となります。 

①世帯内に所得の未申告者がいる方 
８月以降も所得区分が低所得者Ⅱであっても、世帯内に所得の未申 

告者がいる場合は、新しい減額認定証は送付されませんが、６月中に

市町村で申告をされ、所得区分が低所得者ⅡまたはⅠとなった場合は、

減額認定証が引き続き交付されます。 
なお、所得がない場合でも申告が必要となります。 

②長期入院をされた方 
平成２９年８月１日以降、所得区分が低所得者Ⅱの減額認定証をお 

持ちだった期間内に、９０日を超える入院日数（岡山県後期高齢者医

療保険加入前の保険で区分Ⅱ・区分オの減額認定証の交付を受けてい

た入院期間も含む）がある方は、住所地の市町村へ申請し認められた

場合、１食あたり１６０円となる減額認定証が交付されます。  
ただし、平成２９年８月１日から平成３０年４月３０日までの間で、

入院が９０日を超える人は、申請の必要はありません。       

 該当にならない場合は、１食あたり２１０円となる減額認定証を送付

します。 
（６）その他       

７月中に、誤って交付年月日が平成３０年８月１日の減額認定証を、 

窓口で提示される方がおられるかもしれませんので、ご注意ください。 



【減額認定証の色の変更はありません。】 
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３.限度額適用認定証 

（１）限度額適用認定証の色 

   灰色 

（２）交付年月日 

   平成３０年８月１日 

（３）有効期限 

   平成３１年７月３１日 

（４）適用区分 

   前年（平成２９年中）の所得により判定されます。 

（５）申請の手続き 

   限度額適用認定証の交付には、住所地の市町村で申請の手続きが必要で

す。ただし、世帯内に所得未申告の被保険者がいる場合は申告が必要になり

ます。 

（６）その他 

   課税所得１４５万円以上６９０万円未満の現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの被保

険者及び同世帯の被保険者の方について、医療機関での窓口負担を自己負

担限度額までとする認定証です。 

 

 



【限度額適用認定証の見本です。】 
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